
川 越 市 告 示 第  ４ ２ ８  号  
 
 川 越 市 自 転 車 放 置 防 止 条 例 第 １ ０ 条 第 ２ 項 及 び 第 ４ 項 の 規

定 に 基 づ き 、 放 置 自 転 車 を 撤 去 し た の で 、 同 条 第 ５ 項 の 規 定

に 基 づ き 次 の と お り 告 示 す る 。  
 

  令 和  ８ 年  ６ 月  ８ 日  
 

           川 越 市 長  森 田 初 恵      
 
１  撤 去 を 実 施 し た 場 所         

川 越 駅 周 辺 、 南 古 谷 駅 周 辺 、 霞 ケ 関 駅 周 辺  
な お 駅 周 辺 以 外 の 撤 去 実 施 場 所 は 、  
別 紙 撤 去 自 転 車 台 帳 （ 自 転 車 放 置 禁 止 区 域 外 ） の と お り  

 
２  撤 去 を 実 施 し た 日          

令 和 ８ 年 ５ 月 ７ 日 、 ８ 日 、 １ １ 日 、 １ ２ 日 、 １ ５ 日 、  
１ ９ 日 、 ２ ０ 日 、 ２ ５ 日 、 ２ ８ 日  

 

３  撤 去 し た 自 転 車 の 保 管 場 所      
川 越 市 大 字 大 仙 波 １ ２ ３ ７ 番 地 ４  

 
４  自 転 車 の 台 数            

３ ５ 台 （ 自 転 車 放 置 禁 止 区 域 外  ２ ２ 台 含 む ）  
 
５  返 還 す る 日 及 び 返 還 場 所       

撤 去 し た 日 か ら 保 管 場 所 に て 返 還  
 
６  問 い 合 わ せ 先            

川 越 市 役 所 市 民 部 防 犯 ・ 交 通 安 全 課  
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